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は じ め に 

 

 兵庫県企業庁が実施する地域整備事業は、昭和 44 年事業開始以来、50 年以上

にわたり、公営企業の持つ経済性を発揮しつつ、時代のニーズを捉え、産業用地

や住宅用地等の造成・分譲、地域振興の拠点整備などを展開してきた。 

 

 地域整備事業は、本県産業の基盤づくりや産業振興、県土の均衡ある発展、そ

して、震災からの創造的復興等にも大きく貢献してきたが、今後、企業債の償還

が本格化するなかで、（未成事業資産が多いことから、）償還財源を十分に確保で

きるのか、検証が必要な状況となっている。 

 

 令和５年９月、県政改革審議会※1での指摘も踏まえて、｢企業庁経営評価委員

会において、将来の収支見通しや想定される課題等を明らかにしたうえで、事

業のあり方を早急に検討する｣とともに、「こうした課題を将来に積み残すこと

なく、抜本的な改革を進める」との県方針が示された。 

 

 こうしたことから、当委員会においては、令和５年 10 月の立ち上げから５回

にわたって議論を行い、地域整備事業のあり方について検討を進め、今般、基本

的な方向性を取りまとめた。 

 

 議論を進めるにあたり、当委員会では、次の３つの視点に留意することとした。 

 ①「オープンな議論と正しい情報の発信」 

   透明性の高いオープンな議論を通じて、地域整備事業の現状や課題を的

確に把握し、広く関係者と共有するとともに、県民等に対し正しい情報をわ

かりやすく発信し、説明責任を果たす。 

 ②「客観的な評価・検証」 

   第三者委員会として、過去の経緯や現状、将来に向けた課題等について、

事実に基づき客観的な評価・検証を行う。 

 ③「未来志向での抜本的な検討」 

   将来につけを残さないため、未来志向で抜本的に事業のあり方を検討する。 

                                                      
※1 知事の諮問に応じ、県政改革の基本的な方向等を定める県政改革方針の策定及びこれに

基づく取組に関して必要な事項を定め、県政改革を継続的かつ効果的に推進し、もって時

代の変化や県民の要請に的確に対応できる持続可能な行財政基盤を確立することを議論す

る兵庫県の審議会。 
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１ 地域整備事業の概要 

 (１) 地域整備事業の沿革 

    高度経済成長期、民間における重化学工業向け工場用地需要の高まり

から、本県の臨海部において土地造成事業が行われた。石油危機（昭和

48 年）以降、産業構造の転換や県土の乱開発防止、県土の均衡ある発展

の観点から、内陸部において産業用地等の造成や、地域振興拠点施設の

整備が進んだ。 

 

   ［企業局時代］ 

    昭和 35 年頃～ 尼崎東海岸地先の臨海埋立事業開始 

    昭和 36 年   高砂地区造成開始 

    昭和 39 年   東播磨～姫路での土地造成開始 

    昭和 46 年   淡路島（津名・福良地区）造成開始 

   ［企業庁時代］ 

    昭和 50 年頃  芦屋地区（芦屋浜、潮芦屋）、西宮マリーナシティ等、

住宅・レクリエーション用地の造成開始 

    昭和 57 年   「臨海土地造成事業」を「土地造成事業」に改称 

            西播磨テクノポリス基本構想を策定（企画部） 

    昭和 59 年   播磨科学公園都市を所管 

    平成５年    「土地造成事業」を施設整備も含め複合的・総合的

な事業展開を図る「地域整備事業」に改称 

    平成６年    淡路夢舞台を企画部から移管 

    平成 10 年   ひょうご情報公園都市を商工部から移管 

    平成 12 年   淡路夢舞台施設群の整備 

    平成 13 年   神戸三田国際公園都市を県土整備部から移管 
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 (２) 地域整備事業会計の実績 

    公営企業における単年度の経済活動の収支を指す収益的収支※2を見る

と、単年度決算はおおむね黒字基調で推移してきており、収益的収支の考

え方が導入された平成 16 年度から令和４年度までの間で、442 億円の黒

字が計上されている。 

    一方、資本的収支を含めた収益全体をみると、企業庁発足後、昭和 44

年度から平成２年度までの間は、臨海部の造成が終わり、土地等を売却す

ることで得られる収入が支出を大きく上回り、平成２年度末には、年度末

資金残高が 786 憶円となるなど、順調に資金を積み上げていた（表１参

照）。 

    しかし、内陸部への進出に伴い徐々に収益が悪化し、平成７年の阪神・

淡路大震災を経て、平成 10 年度からは年度末資金残高が年度末企業債残

高を下回る状態に陥った。以後、年度末資金残高が年度末企業債残高を下

回るという構図に変化はなく、現在に至っている（表１及び表２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
※2 地方公営企業会計制度では「収益的収支」と「資本的収支」に区分され、「収益的収支」

については、当該年度の公営企業の経済活動に伴い発生すると予定されるすべての収益

（例：土地売却収益、定期借地権収入等）とそれに対応するすべての費用（例：土地売却原

価、営業活動費等）が計上され、現金支出を伴わないもの（例：減価償却費等）も計上され

る。一方、「資本的収支」については、公営企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良等

の支出（例：建設改良費、用地取得費、企業債償還金等）とその財源となる収入（企業債、

国庫補助金等）が計上され、原則として現金の動きを伴うもののみが計上される。 
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［表１］地域整備事業のこれまでの収支（S44～H15） 

出典：令和５年度第２回企業庁経営評価委員会 参考資料１ より抜粋 
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［表２］地域整備事業のこれまでの収支（H16～R4） 

出典：令和５年度第２回企業庁経営評価委員会 参考資料１ より抜粋 
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 (３) 現状 

    阪神、播磨、淡路の各地域において、産業用地や住宅用地、業務用地の

分譲を実施するとともに、淡路夢舞台等の地域振興拠点を通して地域振

興に寄与している（図１参照）。 

 

  ＜主な事業の概要＞ 

 

 

 

播磨科学公園都市 ○産業・住宅・業務の各用地を造成のうえ分譲 

○既存施設を運営（貸付、維持管理等） 

ひょうご情報公園都市 ○産業用地を造成のうえ分譲 

※第１期事業（第１工区南）は分譲完了済み 

淡路夢舞台 ○安藤忠雄建築であるホテルを所有 

※㈱夢舞台からホテルを買い取り有償で貸し付け 

潮芦屋 ○事業者への定期借地及び戸建住宅を分譲 

○高潮対策のため護岸嵩上げ工事等を実施中 

神戸三田国際都市 ○特色ある住宅街区の宅地開発及び用地分譲を実施 

※関西学院大学神戸三田キャンパス誘致など 
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［図１］地域整備事業等位置図 

  



8 

  ＜既開発地区の分譲状況＞ 

   既開発地区の分譲面積は、合計 835ha あり、うち産業用地が 303ha、住宅

用地が 214ha、業務用地が 318ha である。分譲進捗率をみると、阪神地域で

は、どの用地もほとんど分譲完了しており、地域全体の進捗率は令和５年 11

月末現在で 99％に上る（表３参照）。淡路地域は産業用地が一部残るが、全

体で 90％を超える（表３参照）。しかし、播磨地域では、業務用地・産業用

地の分譲は順調であるものの、住宅用地の分譲率は同月時点で 68％にとど

まっている（表３参照）。 

   なお、播磨科学公園都市では 1163.65ha、ひょうご情報公園都市では

214.95ha の活用方策が未定な『進度調整地』をそれぞれ有している（表４

参照）。 

 

  

 
［表３］分譲の現況      ［表４］進度調整地の面積内訳 

 
 
 
 
 
 

  出典：令和５年度第１回企業庁経営評価委員会 資料３－４ より抜粋 

出典：令和５年度第２回企業庁経営評価委員会 

資料３－３ より抜粋 
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２ 地域整備事業の財政状況 
 (１) 経営の状況 

   ○単年度の経済活動の収支を示す収益的収支については、開発地の分譲

が順調に進捗し、土地売却収益を確保してきたことからおおむね黒字

基調で推移してきた（表１及び表２参照）。しかし、活用方策が定まら

ない進度調整地が多く残る一方、既開発地区の多くで分譲が完了しつ

つあること等から、今後、収益悪化の懸念がある。 

   ○キャッシュフローの状況については、令和４年度の現金収支は約 40 億

円のマイナスとなった（表２参照）。今後本格化する企業債償還を考慮

すれば、急速に資金繰りが悪化すると見込まれる。 

 

 (２) 資産の状況 

   ○地域整備事業会計の資産状況を示す貸借対照表（表５）については、財

政状況の実態を認識し、県民をはじめ関係者等に「見える化」する観点

から、資産の価値を適正に把握すること、すなわち「資産性の評価」が

求められる。 

 

 

［表５］貸借対照表（令和４年度決算時） 

 出典：令和５年度第４回企業庁経営評価委員会 資料５ より抜粋 
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   ○「将来のキャッシュを生まない資産は計上しない」という観点から貸借

対照表（表５）に掲げる資産を評価すれば、進度調整地の売却収入見込

みや、未収金回収の可能性等から見て、将来、帳簿上の収益を得られる

可能性が低いものが含まれている。こうした評価損を精査すれば、実質

的には債務超過状態にある可能性が高く、事業会計の持続可能性にも

懸念があると言わざるを得ない。 

 

 (３) 今後の収支見通し 

   ○企業庁から示された「地域整備事業会計 企業債償還スケジュール」

（表６）及び「地域整備事業会計 長期収支－ベースシナリオ（ワース

トケース）」（表７）によれば、令和５年度から 20 年度までの間に償還

が必要となる企業債の額は 768 億円であり、令和 10 年度の 146 億円を

最大に、平均で年 50 億円の償還が続く。今後、急速に資金繰りが悪化

し、何も対策を講じない場合は令和７年度に、一般会計との貸借関係

190 億円（表８）を優先的に整理したとしても、令和 10 年度には資金

ショートが見込まれる（表７参照）。 

   ○加えて、新たな事業の展開が見込まれない中、売却可能な分譲ストック

が枯渇し、収益は減少する一方で、既存施設の維持管理、老朽化対策等

に必要な多額の経常的支出が続き、経営を圧迫する。これまで黒字基調

を続けてきた収益的収支は、令和７年以降赤字基調へと転換し、令和 20

年度には企業債償還を含め、最大 802 億円の資金不足対策が必要とな

る（表７参照）。 

 

 

 

 

［表６］企業債償還スケジュール 

出典：令和５年度第２回企業庁経営評価委員会 資料２－２ より抜粋 
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［表７］長期収支（R6～R20）-ベースシナリオ（ワーストケース） 

出典：令和５年度第４回企業庁経営評価委員会 資料５ より抜粋・追記 

支出における修繕費等の試算にあたっては、物価上昇率 0.7％を反

映した（内閣府「中長期の経済財政に関する試算」における物価上

昇率の令和６年以降の平均値）。また、人件費の試算にあたって

は、賃金上昇率 1.0％/年を反映した（令和５年度給与改定率）。 
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［表８］一般会計との貸借関係の詳細 

出典：令和５年度第２回企業庁経営評価委員会 資料２－３ より抜粋 
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３ 地域整備事業の課題－現在に至る要因 

  ＜これまでの議論・取組の問題点＞ 

  ○過去の議論の経緯等（表９及び表 10）を見るに、地域整備事業に係る課

題は決して新しいものではない。県においては、かねてからその情報を開

示するとともに、企業債残高の縮減や進度調整地の利活用方策等、経営の

安定化に向けた検討を重ね、困難な状況を打開すべく努力してきたこと

は理解する。 

  ○しかしながら、 

   ・地域整備事業会計の問題について、正しい情報をわかりやすい形で公

開し、県民と共有しようとする姿勢が十分ではなかったこと 

   ・臨海部開発で得られた収益等の一部を一般会計への貸付金等に充てる

など、折々の行政課題やニーズに機動的・弾力的に対応するため、県政

推進の有効な財源として活用してきた側面があること 

   ・総じて経営状況に比して過大な先行投資が続くとともに、土地分譲の

推進等、プロジェクトの事業実績が優先され、投下資本に対する収益

性の評価が十分に行われてこなかったこと 

   ・社会経済情勢の変化に対して適切な対応を取らずに、従来のスキーム

のまま事業を継続し、深刻な事態の打開に向けて抜本的な検討や本格

的な対策が行われなかったこと 

   などによって、結果として今日の状況に至ったことは問題であると言わ

ざるを得ない。 

  ○一方で、このたび、こうした問題をあらためて県民に開示するとともに、

当委員会を通じて透明性の高い議論を行い、抜本的な解決に向けて着手

しようとする県の姿勢を評価する。 

 

  ＜今後の検討に向けて＞ 

  ○企業庁の事業には、公益性と経済性の双方が求められ、公益性を重視すれ

ば財政的に厳しくなるという構造がある。加えて、臨海部開発での余剰資

金をもとに、一般会計からの負債承継や、著しい土地価格変動の中で土地

を購入し、長年にわたり維持することとなったといった歴史的な経緯も

ある。こうした構造や経緯が、現在の地域整備事業会計の問題につながっ

ていることに鑑みれば、企業庁のみならず県全体の課題としてとらえる

必要がある。 

 ○こうした事業の構造や経緯の十分な理解のうえにたち、今後、①県全体の

視点から、②将来世代に負債を残さないことを念頭に未来志向で、検討を

進めることを求めるものである。 
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［表９］地域整備事業の経営状況改善に係る議論の経緯 

出典：令和５年度第 1回企業庁経営評価委員会 資料３－１ より抜粋 
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［表 10］進度調整地の利活用・資産評価に係る主な議論の経緯 

出典：令和５年度第 1回企業庁経営評価委員会 資料３－１ より抜粋 
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４ 資金不足に対して講じるべき方策 
 (１) 資金不足対策の方針 

   ○目前に迫る資金ショートを回避するため、実行性のある企業債償還計

画を策定し、早急に対策に着手することが重要である。 

  ＜今後の検討のポイント＞ 

   検討にあたっては、 

   ・楽観的な想定は排し、最も厳しいシナリオ（ワーストケース）のもと

に、年度ごとの償還額の明確化及び償還財源の確保に努めること 

   ・歴史的な経緯も踏まえつつ、企業庁だけではなく県全体の視点でとら

え、最善策を検討する。その際、トータルで県民の負担を減じる視点

に留意すること 

   ・議論のプロセスも含めて、経営の現状と対策についての「見える化」

を図り、県民への説明責任を果たすこと 

   が重要である。    

  ＜長期収支の４つのフェイズと資金不足対策の考え方＞ 

   ○企業庁から示された「地域整備事業会計の長期収支見込み（ワースト

ケース）」によれば、今後の収支の状況には下記の４つのフェイズが

ある。一方、資金不足対策（図２）にも下記の３つの類型がある。タ

ーゲットとなるフェイズごとにどの対策を充てていくのかを具体的に

検討し、実現可能な方策を探る必要がある。 

   ○令和 11 年度以降、企業債償還のピークを迎えることとなる。それま

での間に、県及び関係者の早急な調整を進め、着実な対策に着手され

たい。 

 

【長期収支のフェイズ】 
Phase 概   要 

Phase1  令和 7年度 対策を講じなければ資金残高が初めてマイナスとなる年度 

Phase2 令和 10 年度 一般会計との貸借関係を整理した場合に、資金残高が初めて 
マイナスとなる年度 

Phase3 令和 11～15 年度 企業債償還のピーク。現残高の約半分（350 億円程度）が必要と
なる時期 

Phase4 令和 16 年度以降 残りの企業債を償還する時期 

     

【資金不足対策の類型】 

Pattern 対応（例） 

１ 企業庁だけで完結する対策 □企業庁他会計からの資金融通  等 

２ 県内部で完結する対策 □県一般会計との貸借関係の整理 等 

３ 外部との調整が求められる対策 □株式、施設等保有資産の整理  等 
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 (２) 具体的な資金不足対策 

   ○企業庁から示された資金不足対策案（図２）について、まずは、ベー

スとなる対策（341 億円分）を着実かつ計画的に進められたい。 

   ○そのうえで、残る 461 億円への資金不足への対応が課題となる。固定

資産や未成事業資産（進度調整地）の整理には、関係者との調整要素

もあり、必ずしも実現しないリスクも有する。 

   ○今後、資金不足への対策という観点だけではなく、地域の持続性等公

益的観点からの検討が不可欠であることは言うまでもないが、その一

方で、これらの対策を講じても不足する部分については、一般会計か

らの繰り入れ、すなわち県民負担を生じることとなることも念頭に、

慎重かつ抜本的な議論を求めるものである。 

 

   以下、この点に関して委員会としての見解を申し添える。 

    

 

［図２］資金不足対策案 

出典：令和５年度第４回企業庁経営評価委員会 資料４ より抜粋 
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  ① 事業の合理化、保有資産の活用・処分 

   ○まずは、収益を生み出す事業等とそうでないものを峻別し、収益を生み

出すものはキャッシュフローを最大化する方策を検討し、そうでない

ものは思い切って収束させることも重要である。緊急性や必要性の低

い事業、採算性の見込めない事業、将来的に大きな県民負担を生じるお

それのある事業を見極めることで、今後の資金流出を防がなければな

らない。 

   ○なお、峻別の判断には、タイミングが重要である。人口減少・高齢化等

の社会情勢はもとより、建設コストや維持コストの高騰、企業ニーズの

動向や物価変動等、変化する環境要因を認識したうえで、スピード感を

もって検討し、都度判断を重ねていく必要がある。 

   ○一方で、地域整備事業の担ってきた事業や資産の持つ公益的側面にも

十分な考慮が求められる。地域の持続性や活性化への貢献など、「公」

ならではの意義をあらためて検証し、その必要性や担い手のあり方に

ついて、県全体で検証する必要がある。 

   ○以上、事業、資産等の整理には、多様な視点からの検討が求められるも

のではあるが、厳しい経営状況が続くなかで、判断の遅れを招くことが

ないよう迅速かつ着実な議論を求めたい。 

 

  ② 進度調整地の活用・処分 

   ○進度調整地については、①民間への売却、②地域の活性化につながる事

業化、③環境林としての活用等の方策が考えられる。企業債償還財源の

確保をはじめ、公益性の発揮、費用と効果のバランス等を視野に、多様

な視点から踏み込んだ議論を進めていく必要がある。 

   ○過去の経緯等を考慮すると、これまで議論の俎上に上ってきた県有環

境林化は、地域整備事業の資金不足に対する一つの方策ではある。しか

し、県財政全体でみれば、その負担を公営企業会計から一般会計へと移

行させることに他ならない。また、その経済的な価値に加えて、公益的

な価値をどう評価し、それを誰が担うのかという議論もある。進度調整

地の資産評価が県民負担の配分に影響を及ぼす可能性があることなど

も含め、トータルで県民の負担を減じる視点も重視しながら、企業庁だ

けでなく県全体で総合的に議論を進めることが求められる。 

   ○進度調整地は、地域に引き継がれてきた貴重な資産であり、地域社会

にとって多様な可能性を持つ土地である。こうした認識のもと、企業

庁、県のみならず、県民、民間事業者等も含め、その活用方策につい

ての建設的な議論を求めたい。  
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５ 地域整備事業の今後のあり方等 
 (１) 地域整備事業の意義と課題 

   ○地域整備事業は、臨海部の土地造成での大きな収益を基に、機動性に

富む公営企業が内陸部に先行投資することで民間企業を呼び込み、県

土の均衡ある発展を目指したものであった。当時の経済的背景や社会

的な要請等を鑑みると、こうした手法にも一定の妥当性があり、公益

的な意義を持つものであったと理解する。 

〇事実、これらの事業については、企業庁への直接的な収益以外にも、

地域の雇用創出や税収の増加、研究開発の発展や住環境の向上への寄

与等、外部効果も含め大きな役割を果たしてきた（「＜地域整備事業が

果たしてきた役割・成果＞」参照）。 

   ○その一方で、公益的側面に傾向した事業展開が、現在の厳しい経営状

況を招き、結果として県民の負担増加の可能性を生じたことも、また

事実である。特に、その後の社会情勢の変化に対して適切な対応を取

らず、従来の人口増・右肩上がりの経済成長を前提とした財政スキー

ムのまま事業を継続したことは問題であり、平成以降に行った事業は

すべて赤字となっていることからも、少なくとも収支の面では成功し

たとは言い難い。 
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＜地域整備事業が果たしてきた役割・成果＞ 

 

  ◆本県経済の基盤となる臨海部工業地帯の創出 

      道路・港湾等の公共事業と並行した用地造成によって、阪神から播磨地域の臨

海部に形成された一大工業地帯は、本県、ひいては我が国の経済成長を牽引して

きた。今日、播磨臨海工業地帯の製造品出荷額 6.7 兆円は全国 2 位の規模を誇

る。今後さらに、脱炭素社会に向けたファーストムーバーとして、瀬戸内・関西

における水素等のサプライチェーン拠点として新たな展開が期待されている。 

  ◆高速道路周辺地域の乱開発等の防止と県土の均衡ある発展への貢献 

      大都市圏へのアクセスに優れた本県高速道路周辺は、バブル期以降開発圧力が高

く、民間による乱開発が懸念された。秩序ある開発を理念に県が新都市を構想し、

用地を先行取得。その後の社会情勢の急速な変化の中で、企業庁へと事業が移管さ

れた。ひょうご情報公園都市（第１期）では、優れた立地を背景に 20 社が立地

し、地元雇用を促進するなど、内陸部での産業振興と地域活性化に貢献している。 

  ◆先端科学技術の基盤づくり 

      播磨科学公園都市においては、「SPring-8（大型放射光施設）」をはじめ、

「SACLA（X 線自由電子レーザー施設）」等世界有数の学術研究基盤が集積し

た。こうした基盤が、神戸医療産業都市のスーパーコンピューター「富岳」等、

先端科学技術のさらなる集積、世界をリードする産業拠点の形成にも貢献した。 

◆震災からの復旧・復興への貢献 

    平成 7 年の阪神・淡路大震災は、地域整備事業を展開する阪神地域にも甚大な

被害をもたらした。造成中の埋め立て地での震災ガレキの受け入れが早期復旧に貢

献したほか、震災復興住宅用地の提供や各種インフラの優先的整備等、豊富なノウ

ハウを持つ人材による臨機応変な対応が早期の復旧・復興を支えた。 

  ◆屈指の観光・交流拠点の創出 

      高度経済成長期、臨海部埋め立てのために採取された広大な土取跡地に緑を再生

し、世界に開かれた公園島創造の中核として整備された淡路夢舞台は、阪神・淡路

大震災からの創造的復興のシンボルでもある。開業以来、淡路地域の集客拠点とし

て地域振興に大きく寄与。世界にも類を見ない安藤建築の集積は、歴史的・文化的

建築物としても評価が高い。大阪湾ベイエリアが注目されるなかで、インバウンド

も見据えた屈指の観光・交流拠点として期待される。 
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 (２) 今後の事業のあり方についての基本的な方向性 

   ○人口減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大等も見込まれるなか、

公営企業を取り巻く経営環境は厳しさを増している。とりわけ、地域

整備事業会計においては、多額の企業債償還や赤字収支が見込まれる

なか、将来的な持続可能性にも懸念があるなど、極めて厳しい状況に

あることを事実として受け止めなければならない。 

   ○先にも見たとおり、地域整備事業は、公営企業ならではの機動性や柔

軟性を駆使し、長年にわたり本県経済の振興、県土の発展等に大きな

役割を果たしてきたことは確かである。しかし、今日に至り、人口

増・右肩上がりの経済成長を前提とした本会計の事業スキームは限界

を迎えつつあるのではないか。現在の物価上昇・金利上昇の側面にも

あって、将来的に大きな県民負担を生じる可能性のある事業を本当に

継続すべきかを、あらためて検証する必要がある。 

   ○県及び企業庁においては、企業債償還を含めた収支均衡確保に向けて

精査を重ねることが喫緊の課題であるが、それにとどまらず、あらた

めて地域整備事業会計の意義や必要性、長期的な課題等を検証のう

え、会計の「存廃」も含めた抜本的な見直しを行うべきである。 

   ○その際、地域の持続性の維持、活性化など、地域整備事業が担う

「公」的側面にも十分な光をあてる必要がある。このため、一般会計

と企業会計の役割分担を含めて、県全体として事業のあり方について

抜本的に検討することを強く求めるものである。 

 

 (３) 個別事業の展開方向 

   ○先に示した長期収支のフェイズを考慮すれば、資金ショートのリスク

も視野に、できる限り速やかに結論に至ることが望まれる。抜本的な

議論を経ずに漫然と事業を継続するリスクを回避するため、まずは全

体としての基本方針や枠組を定めた上で、個別事業のあり方について

検討を進める必要がある。 

   ○その際、令和 20 年までの間に不足する資金対策として、各事業の合

理化や保有資産の処分・活用如何が大きな鍵となることは既に述べ

た。 

   ○地域整備事業の持続性に懸念が生じる中、継続中・計画中の各事業に

ついても抜本的な見直しを行い、今後の展開に向けた基本的な方針及

びロードマップを明らかにすることが必要ではないか。 

   〇見直しにあたっては、国の行った研究会報告書の考え方も参考に、事

業やサービスの意義と必要性、採算性、公営企業が担うことの妥当性
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等を改めて検証し、それぞれの事業の特性に応じて、「継続・廃止」、

「ダウンサイジング」、「民間活用」や「民間譲渡」等を判断する必要

がある（「＜参考＞国及び他府県の取組事例」参照）。 

   ○なお、事業、施設を存続させる場合であっても、個別の事業収支を明

確化にするとともに、経常的経費の発生など、将来への重い負担が発

生することがないよう留意が必要である。 

   ○最後に、生活インフラの維持や地域活性化拠点の運営など、地域整備

事業が担ってきた高い公益性への十分な配慮が必要である。各事業の

検証に際しては、地域の持続可能性の観点から、一般会計との役割分

担を含めて県全体での議論を行うとともに、地元市町の意見聴取を行

うなど関係者との丁寧かつ十分な調整が不可欠であることを申し添え

る。 
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＜参 考＞国及び他府県の取組事例 

 (１) 国（総務省研究会報告）※3 

    平成 29 年３月総務省の公営企業の経営のあり方に関する研究会からの報告書で

は、公営企業を取り巻く環境の変化を踏まえ、経営改革に取り組むことが必要とさ

れている。 

   ① 抜本的な改革の基本的な方向性 

     中長期的な投資・財源の将来推計も踏まえ、当該事業の必要性と担い手のあり

方について、①事業そのものの必要性及び公営で行う必要性、②事業としての持

続可能性、③経営形態（事業規模、範囲及び担い手）の観点から、事業ごとの特

性に応じて、「事業廃止」、「民営化・民間譲渡」、「広域化等」、「民間活用」の４

つの方向性を基本として抜本的な改革を検討する必要がある。 

   ② 宅地造成事業の方向性 

     資産等の実態を踏まえ、多額の累積債務を抱え、用地売却の見込みが立たない

場合は、先送りすることなく事業廃止の検討が必要である。また、用地売却が難

しい場合には、民間活用を推進し、売却促進やコスト削減を図ることが重要であ

る。 

     なお、検討にあたっては、「計画的な用地売却の促進」や「新たな計画の採算

性の検証」、「企業ニーズに応じた弾力的な用地活用」に留意する必要がある。経

営戦略の策定では、原則 10 年以内の造成・処分完了を前提とした計画とすべき

である。さらに、資産売却により解消できない企業債償還等、債務返済の資金不

足は、これを放置せず一般会計からの計画的繰入れ等により適切に解消を図る必

要がある。 

 

 (２) 他府県 

    平成 18 年度末から令和３年度末の 15 年間で都道府県の実施している宅地造成事

業数は、76 件※4→66件※5（△10 件）となっている。 

   ① 大阪府企業局※6 

     土地造成事業を平成 23年度末に廃止し、残事業については平成 24 年度から普

通会計に引き継いで実施されることとなった。 

   ② 山形県 

     「その他造成事業」を全用地売却により、平成 30 年度末で事業廃止(「臨海土

地造成事業」は継続中)した※7。 

   ③ 千葉県 

     関連会計の統廃合を行うなど、抜本的な改革の方向性の検討を行った結果、現

行体制での事業継続を選択した※8。  

                                                      
※3 総務省「公営企業の経営のあり方に関する研究会 報告書」平成 29 年３月 
※4 総務省「平成 18 年度地方公営企業年鑑」 
※5 総務省「令和３年度地方公営企業年鑑」 
※6 大阪府「企業局事業の収支見通しと会計のあり方（案）」平成 13年８月 
※7 総務省「地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況」(平成 30 年３月 31 日現在調査) 
※8 総務省「地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況」(令和５月３月 31 日現在調査) 
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６ 今後の議論推進にあたって－議論の透明性確保と進捗状況の管理 

 

  ○企業債償還財源を含む資金対策の検討、今後の地域整備事業の抜本的見

直し等、今後の取組においては、広くそのプロセスを公開するなど、議

論の透明性を確保することが極めて重要である。常に正しい情報をわか

りやすい形で開示し、県民への説明責任を尽くすよう努められたい。 

  ○次に、取組の進捗状況を随時検証・管理する仕組みを構築することが求

められる。その手法についても広く公開するとともに、PDCA のサイクル

を回しながら進めることが重要であり、こうした仕組みが、過去の事例

を繰り返さないことにも繋がるものと考える。 

  ○なお、資金対策及び事業の抜本的な見直しと令和６年３月に策定予定の

「兵庫県企業庁経営戦略」の策定・推進は、表裏一体で行うべきもので

ある。県民への「見える化」の観点からも、その相関に留意するととも

に、双方の進捗状況について、当委員会においても報告を求めるものと

したい。 
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お わ り に 

 

 以上、当委員会では、主として財政的側面から地域整備事業の現状、課題に

ついて検証し、企業債償還財源を含む資金不足対策や今後の地域整備事業のあ

り方についての基本的な考え方をとりまとめた。今後、当報告に示した方向性

を踏まえつつ、議会、地元市町、住民、事業者等、広く関係者を交え、多様な

視点から活発な議論が行われることを期待する。 

  

 なお、繰り返しになるが、地域整備事業会計は極めて厳しい状況にある。企

業債償還が本格化し、目前に迫る資金ショートの回避にもはや一刻の猶予も許

されないというべきである。目下の状況を見据え、県、企業庁においては早急

に、かつ総力をあげて方向性を整理し、具体的対策に取り組むことを強く要請

したい。 
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【経営評価委員会委員（50 音順）】  ※ ◎は会長、○は副会長 

  足立 泰美  甲南大学 経済学部教授 

  上村 敏之  関西学院大学 経済学部教授 

○ 兒山 真也  兵庫県立大学 国際商経学部教授 

  髙橋 潔弘  RSM 清和監査法人 公認会計士 

◎ 田中 敦   関西学院大学 経済学部教授 

  楡井 義丈  株式会社みなと銀行 地域戦略部部長 

  藤嶋 純子  株式会社フジ・データ・システム 代表取締役 

  堀内 計尚  あずさ監査法人 神戸事務所長 

  芳田 京美  株式会社プランニングファクトリー 代表取締役 

 

 

【委員会スケジュール】 

  第１回 令和５年 10 月 11 日 ・令和４年度企業庁事業の経営評価 

・企業庁経営戦略の策定 

・地域整備事業の概要 

  第２回 令和５年 11 月２日 ・地域整備事業の課題 

  第３回 令和５年 11 月 30 日 ・地域整備事業のあり方検討についての 

 中間論点整理（案） 

  第４回 令和５年 12 月 21 日 ・兵庫県企業庁経営戦略（案） 

・地域整備事業のあり方の検討 

  第５回 令和６年１月 31 日 ・地域整備事業のあり方検討についての 

 報告書（案） 

・兵庫県企業庁経営戦略（案） 

  第６回 令和６年３月 27 日 ・兵庫県企業庁経営戦略（案） 

  (予定) 

 

 

 


